
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第８４号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２５年６月６日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 下関南東水道  

福岡県北九州市所在の部埼
へ さ き

灯台から真方位１２５°４.５海里付近 

 （概位 北緯３３°５５.０′ 東経１３１°０５.８′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月１６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

航路調査船 鎮西
ちんぜい

、３９トン 

 １４０３０１、国土交通省 

 乗組員等に関する情報 機関長、四級海技士（機関）（機関限定） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷主機の弾性継手及び右舷中間軸受に破損、右舷中間軸に曲損 

 事故等の経過 本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、航路巡視のため、下

関南東水道を航行中、平成２５年６月６日０９時３０分ごろ、右舷主

機から異音が発生した。 

操舵室にいた機関長は、機関室に急行して右舷主機を停止し、各部

を点検したところ、弾性継手及び右舷中間軸受が破損していることを

認め、同主機が運転不能と判断した。 

本船は、航路巡視を中止し、左舷主機で山口県下関市所在の造船所

に着いた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 その他の事項 

 

本船は、平成１８年に就航し、主機の運転時間が約７,０５０時間

であった。 

弾性継手は、主機の出力側に装備されており、平成２２年７月の定

期検査工事において、開放整備が実施され、その後、異常なく運転さ

れていた。 

本船は、アウタークランピングリングの破断によって弾性継手が破

損したことから、中間軸受に過大な応力が掛かって破損し、中間軸が

曲損したことが判明した。 

弾性継手は、アウタークランピングリングのエレメント出力側締付

けボルト穴の２か所に疲労破断が認められたが、同締付けボルト、ゴ

ム製エレメントの硬度等に異常は認められなかった。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

本船は、下関南東水道を航行中、右舷主機の弾性継手のアウターク

ランピングリングが破断したことから、同継手、右舷中間軸受等が破

損して右舷主機の運転ができなくなり、運航が阻害されたものと考え

られる。 

 右舷主機の弾性継手のアウタークランピングリングが破断した経緯

については、明らかにすることができなかった。 

原因  本インシデントは、本船が下関南東水道を航行中、右舷主機の弾性

継手のアウタークランピングリングが破断したため、同継手、右舷中

間軸受等が破損して右舷主機の運転ができなくなったことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・弾性継手は、開放整備時、入念な点検が望まれる。 

 


